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第２次食育推進基本計画骨子 

 

はじめに  

 

１．食をめぐる現状 

・ 人が生きていくためには食が欠かせないが、「飽食」とすら言われる時代を迎えた一方で、

毎日の食の大切さを忘れがちになっている。 

・ 食に関する情報が氾濫している中、国民が食に関する正しい情報を適切に選別し活用するこ

とができない状況も見受けられる。 

・ 栄養の偏りや食習慣の乱れに起因する問題は、我が国の活力を大幅に低下させかねない深刻

な問題であり、早期に改善を図る必要がある。 

・ また、生活習慣の乱れからくる子どもの朝食の欠食や肥満の増加といった問題が顕在化して

いる一方で、従来、食育において重要な役割を担ってきた家庭が十分な役割を果たせなくなっ

ており、子どもの食に関する問題への速やかな対応が大変重要である。 

・ さらに、高齢者が生き生きと生活をしていく上で、健康寿命を延伸することが重要であり、

健全な食生活を心がけることはまさにその大前提である。 

・ 食品の安全性に関わる国内外の事案の発生により、食品の安全性に対する国民の関心が高ま

っている。 

・ 我が国の食料自給率は世界の先進国中で最低の水準であり、安定的な食料供給の観点からも

食料自給率の向上が必要である。 

・ 我が国では食べ残しや食品の廃棄を大量に発生させており、食料資源の有効利用等の観点か

ら問題となっている。 

・ 各地の食に係る地域の文化や伝統が失われつつある。 

 

 

２．これまでの取組と今後の展開 

・ 「国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむ」（食育基本法第１条）

ことを目的として、平成 17 年６月に食育基本法が制定された。平成 18 年３月には、同法に基

づく食育推進基本計画を策定し（平成 18 年度から 22 年度まで）、国は、５年にわたり、都道

府県、市町村、関係機関・団体等多様な主体とともに食育を推進してきた。 

・ その結果、すべての都道府県における食育推進計画の作成・実施、食育の推進に関わるボラ

ンティアの数の増加、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）を認知している国民の割

合の増加、また、家庭、学校、保育所等における食育の進展等、食育は着実に推進されてきて

いる。 

・ しかしながら、過食、運動不足からくる糖尿病等生活習慣病有病者の増加、生活習慣の乱れ

からくる子どもの朝食欠食や、家族とのコミュニケーションなしに一人で食事をとるいわゆる

「孤食」が依然として見受けられること、あるいは高齢者の栄養不足等、食をめぐる諸課題へ

の対応の必要性はむしろ増している。 
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・ 今後の食育の推進に当たっては、単なる周知にとどまらず、国民が「食に関する様々な体験

活動を行うとともに、自ら食育の推進のための活動を実践することにより、食に関する理解を

深めること」（食育基本法第６条）を旨として、生涯にわたって間断なく食育を推進する「生

涯食育社会」の構築を目指すとともに、食をめぐる諸課題の解決に資するように推進していく

ことが必要である。 

・ これまでの食育の推進の成果と食をめぐる諸課題を踏まえ、食育に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するため、平成 23 年度から 27 年度までの５年間を期間とする新たな食育推進基

本計画を策定する。 
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第１ 食育の推進に関する施策についての基本的な方針  

 

 今後の食育の推進に関する施策の基本的な方針として、次の３の重点課題及び７の基本的な取

組方針について定める。 

 

１．重点課題 

(1) 生涯にわたるライフステージに応じた間断ない食育の推進 

・ 食は命の源であり、食がなければ命は成り立たない。それゆえ、国民が生涯にわたって健全

な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することは、重要である。 

・ そこで、子どもから成人、高齢者に至るまで、ライフステージに応じた間断ない食育を推進

し、「生涯食育社会」の構築を目指すこととする。そのため、国は、一人一人の国民が自ら食育

に関する取組が実践できるように、情報提供する等適切な施策を推進する。 

・ なお、家庭の態様の多様化、社会的あるいは経済的環境要因、高齢化等により、健全な食生

活を実現することが困難な立場にある者にも十分配慮し、ＮＰＯなどの新しい公共との連携や、

協働等を含めた支援施策も講じつつ、食育を推進する。 

 

(2) 生活習慣病の予防及び改善につながる食育の推進 

・ 現在、我が国では生活習慣病が死因の約６割を占め（*1）、国民医療費（一般診療医療費）に

ついても、約３割（*2）と、その予防及び改善は国民的課題である。特に、内臓脂肪症候群（メ

タボリックシンドローム）が強く疑われる者及び予備群と考えられる者は、40 歳から 74 歳の

男性の約 2 人に１人（*3）、女性の約５人に１人（*3）と、深刻な状況にある。また、生活習慣

病の一つである糖尿病についても、強く疑われる者及び可能性が否定できない者を合わせると

約 2,210 万人を超え、増加傾向にある（*4）。生活習慣の改善の中でも、食生活の改善は極めて

重要であることから、生活習慣病の予防及び改善につながる食育について、国はもとより、地

方公共団体、関係機関・団体が連携して推進する。 

 【注】*1 厚生労働省「人口動態統計」（平成 20 年） *2 厚生労働省「国民医療費」（平成 19 年） *3 厚生労

働省「国民健康・栄養調査」（平成 18～20 年） *4 厚生労働省「糖尿病実態調査」（平成９、14 年）・同

「国民健康・栄養調査」（平成 19 年） 

 

(3) 家庭における共食を通じた子どもへの食育の推進 

・ 子どものころに身に付いた食習慣を大人になって改めることは困難であり、子どものうちに

健全な食生活を確立することは、成長段階にある子どもが、必要な栄養を摂取し健やかな体を

作り、生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となる。このた

め、日常生活の基盤である家庭において、子どもへの食育の取組を確実に推進していくことは

重要な課題である。 

・ 特に、家族が食卓を囲んで共に食事をとりながらコミュニケーションを図る共食は、食育の

原点であり、子どもへの食育を推進していく大切な時間と場であると考えられる。そこで、家

族との共食を可能な限り推進する。 

・ 家族との共食の際は、子どもたちに、食卓を囲む家族の団らんによる食の楽しさを実感させ
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るとともに、食事のマナーや挨拶習慣など食や生活に関する基礎の習得ができるように配慮す

る。 

・ もとより、ライフスタイル、家庭の態様や家族関係は多様化しており、家庭における食育は

決して一律には推進できないが、家庭が子どもへの食育の基礎を形成する場であることは否め

ない。そこで、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）、男女共同参画等の推進を踏ま

え、学校、保育所等、更には地域社会とも連携して、家庭における食育の推進の充実を促進、

支援する。 

 

 

２．基本的な取組方針 

(1) 国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成 

・ 「国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資すること」は、食育を推進する際の目的の

要であり、食育に関するあらゆる施策は、これを踏まえて講じられるべきである。 

・ 健全な食生活が維持されておらず、栄養の偏りや食習慣の乱れが目立っており、肥満や生活

習慣病の増加等の問題が起きている。これは、食に関する知識や判断力の低下が最大の要因で

あると考えられる。 

・ 我が国では、様々な種類の食材が多様な形で加工・提供されるようになってきており、自分

の食生活を自分で管理できるだけの食に関する正確な知識や判断力を国民一人一人が備えるべ

き必要性が従来以上に高まっている。 

・  求められる食に関する知識や判断力については、年齢や健康状態によっても異なる部分があ

ることに配慮しつつ、国民の生涯にわたる健全な食生活の実現を目指して施策を講じる。 

 

(2) 食に関する感謝の念と理解 

・ 世界の食料事情は、現在、９億人を超える人々が飢餓や栄養不足で苦しんでいることを始め

として、楽観視できない状況にある。このような厳しい状況を理解して、「もったいない」とい

う精神で、食事ができることに感謝の念を持つことは、食育の極めて大切な要素である。 

・ また、日々の食生活は、自然の恩恵の上に成り立ち、食べるという行為自体が貴重な動植物

の命を受け継ぐことであること、そして、食事に至るまでに生産者を始めとして多くの人々の

苦労や努力に支えられていることを実感できるよう、動植物の命を尊ぶ機会となるような様々

な体験活動や適切な情報発信等を通して、自然に感謝の念や理解が深まっていくよう配慮した

施策を講じる。 

 

(3) 食育推進運動の展開 

・ 食育推進運動の展開に当たっては、国民一人一人が食育の意義や必要性等を理解するととも

に、これに共感し、自ら食育を実践できるよう、国民や民間団体等の自発的意思を尊重すると

ともに、多様な主体の参加と連携・協力に立脚した国民運動として推進することを目指した施

策を講じる。 
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(4) 子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割 

・ 我が国の未来を担う子どもへの食育の推進は、健全な心身と豊かな人間性をはぐくんでいく

基礎をなすものであり、子どもの成長、発達に合わせた切れ目のない推進が重要である。そこ

で、父母その他の保護者や教育、保育に携わる関係者等の意識の向上を図るとともに、相互の

密接な連携の下、家庭、学校、保育所、地域社会等の場で子どもが楽しく食について学ぶこと

ができるような取組が積極的になされるよう施策を講じる。 

・ 子どもへの食育を推進する際は、健全な食習慣や食の安全観を確立していく中で、食に関す

る感謝の念や理解、食品の内容に関する安全知識、社会人として身に付けるべき食事の際のマ

ナー等食に関する基礎の習得について配意する。 

 

(5) 食に関する体験活動と食育推進活動の実践 

・ 食は、観念的なものではなく、日々の調理や食事等と深く結び付いている極めて体験的なも

のである。そこで、食との関係が最終段階での消費のみにとどまることが多い都市生活者を始

めとして、多くの国民が食料の生産から消費等に至るまでの食に関する体験活動に参加すると

ともに、意欲的に食育の推進のための活動を実践できるよう施策を講じる。 

・ その際は、体験活動を推進する農林漁業者、食品関連事業者、教育関係者等多様な主体によ

り、できるだけ多くの国民が体験活動に参加ができるよう、関係機関・団体等との協力、協働

を図るとともに、上記（2）の「食に関する感謝の念と理解」に配慮し、施策を講じる。 

 

(6) 我が国の伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配慮及び農山漁村の活性化と食料自給

率の向上への貢献 

・ 食をめぐる問題は、伝統的な食文化や食生活にみられるように、人々の精神的な豊かさと密

接な関係を有している。 

・ 我が国の伝統ある優れた食文化や地域の特性をいかした食生活の継承・発展、環境と調和の

とれた食料の生産及び消費等が図られるよう十分に配慮しつつ施策を講じる。 

・ 我が国の食料需給の状況を十分理解するとともに、都市と農山漁村の共生・対流や生産者と

消費者との交流を進め、消費者と生産者の信頼関係を構築していくことが必要であり、農山漁

村の活性化と食料自給率の向上に資するよう施策を講じる。 

 

(7) 食品の安全性の確保等における食育の役割 

・ 食品の安全性の確保は、食生活における基本的な問題であり、国民の関心も高まっている。 

・ 食品の提供者が食品の安全性の確保に万全を期すだけでなく、食品を消費する立場にある者

においても、食品の安全性を始めとする食に関する知識と理解を深めるよう努め、自らの食を

自らの判断で正しく選択していくことが必要である。 

・ 国際的な連携を図りつつ、国民の食に関する知識と食を選択する力の習得のため、食に関す

る幅広い情報を多様な手段で提供するとともに、行政、関係事業者、消費者等との間の情報・

意見交換が積極的に行われるよう施策を講じる。 
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第２ 食育の推進の目標に関する事項 

      

１．目標の考え方 

・ 食育を推進するためには、目標を掲げ、その達成を目指して取り組むことが有効であるとと

もに、取組の成果を客観的な指標により把握できるようにすることが必要である。 

・ 食育の推進に当たっての定量的な目標値を主要な項目について設定する。 

・ ただし、食育は、食育基本法の目的や基本理念を踏まえて、地域の実態や特性等に配慮して

推進されるべきものであり、安易に目標値の達成のみを追い求めることのないよう留意する必

要がある。 

 

 

２．食育の推進に当たっての目標 

(1) 食育に関心を持っている国民の割合の増加 

《現状値》71.7％ ⇒ 《目標値（平成 27 年度）》90％以上 

（現状値：平成 21 年 12 月内閣府「食育の現状と意識に関する調査」）

・  食育を国民運動として推進し、成果を挙げるためには、国民一人一人が自ら実践を心掛ける

ことが必要であるが、これにはまずより多くの国民に食育に関心を持ってもらうことが欠かせ

ない。このため、食育に関心を持っている国民の割合の増加を目標とする。具体的には、平成

17 年度に 70%となっている割合(食育に関心がある又はどちらかといえば関心がある者)につい

て、平成 22 年度までに 90%以上とすることを目指していたが、目標を達成していないため、

引き続き平成 27 年度までに 90％以上とすることを目指す。 

 

≪参考：第１次≫ 

〔69.8％（平成 17 年７月）⇒ 71.7％（平成 21 年 12 月）〕《目標（22 年度）》90％以上 

 

 (2) 朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数の増加  

《現状値》9.2 回（１週間当たり。朝食及び夕食の共食の合計）  

⇒ 《目標値（平成 27 年度）》10.2 回以上

（現状値：平成 21 年 12 月内閣府「食育の現状と意識に関する調査」）

・ 家族揃って食事をする機会が様々な要因で減少しているが、家族との「共食」は、望ましい

食習慣の実践や、食の楽しさを実感させ精神的な豊かさをもたらすと考えられる。このため、

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）等の推進にも配慮しつつ、朝食又は夕食を家

族と一緒に食べる「共食」の回数を、週当たり１回増やすことを目標とする。 

 

(3) 朝食を欠食する国民の割合の減少 

《現状値》        ⇒《目標値（平成 27 年度）》 

子ども         … 1.6%（平成 19 年）⇒０%    

20～30 歳代男性…28.7%（平成 20 年）⇒15%以下  
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・ 朝食の欠食が若い世代を中心に、依然として高い状況であり、健康的な生活リズムや生活習

慣を確立するために、朝食を欠食する国民の割合の減少を目標とする。 

  なお、成人の場合、多様なライフスタイルにより、遅い夕食等で胃腸への負担がある場合に

は、消化器官の状態を踏まえた適切な朝食の摂取を心がけることが望ましい。 

   

≪参考：第１次≫ 

〔子 ど も … 4.1％（平成 12 年度）⇒ 1.6％（平成 19 年度）〕《目標（22 年度）》０％ 

〔20 歳代男性…29.5％（平成 15 年）⇒ 30.0％（平成 20 年）〕《目標（22 年度）》15％以下 

〔30 歳代男性…23.0％（平成 15 年）⇒ 27.7％（平成 20 年）〕《目標（22 年度）》15％以下 

 

(4) 学校給食における地場産物を使用する割合の増加 

《現状値》26.1%   ⇒《目標値（平成 27 年度）》30%以上 

・  学校給食に地場産物を使用し、食に関する指導の「生きた教材」として活用することは、地

域の自然や文化、産業等に関する理解を深めるとともに、生産者の努力や、食に関する感謝の

念をはぐくむ上で重要であるほか、地産地消の有効な手段であるため、学校給食において都道

府県単位での地場産物を使用する割合の増加を目標とする。 

 

≪参考：第１次≫ 

〔21.2％（平成 16 年度）⇒ 26.1％（平成 21 年度）〕《目標（22 年度）》30％以上 

 

(5) 栄養バランス等に配慮した食生活を送っている国民の割合の増加 

《現状値》50.2％   ⇒《目標値（平成 27 年度）》60%以上 

・  健全な食生活を実践するため、今後検討する「食育ガイド」（仮称）や「食事バランスガイド」

など科学的根拠に基づいた指針等を活用し、栄養バランス等に配慮した食生活を送っている国

民の割合の増加を目標とする。 

 

≪参考：第１次≫ 

〔58.8％（平成 19 年３月）⇒ 50.2％（平成 21 年 12 月）〕《目標（22 年度）》60％以上 

 

(6) 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の予防や改善のための適切な食事、運動等を

継続的に実践している国民の割合の増加 

《現状値》平成 22 年度に調査予定＊⇒《目標値（平成 27 年度）》50％以上 

   ＊「食育の現状と意識に関する調査」（平成 22 年度実施）

【参考】メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の予防や改善のための食事・運動の

実践度：33.3％（実践して、半年以上継続している者の割合） 

（平成 21 年 12 月「食育の現状と意識に関する調査」） 

 

・ 生活習慣病の有病者やその予備群とされる人々は、内臓脂肪型肥満やこれに伴う高血糖、高
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血圧又は脂質異常を重複的に発症させている傾向がみられ、このような状態を表す内臓脂肪症

候群（メタボリックシンドローム）の予防や改善のための適切な食事、定期的な運動、定期的

な体重計測を継続的に実践している国民の割合の増加を目標とする。 

 

≪参考：第１次（認知度）≫ 

〔77.3％（平成 19 年３月）⇒ 92.7％（平成 21 年 12 月）〕《目標（22 年度）》80％以上 

 

(7) よく噛んで味わって食べるなどの食べ方に関心のある国民の割合の増加 

《現状値》最新の数値を調査中⇒《目標値（平成 27 年度）》80％以上 

【参考】食べ方（噛み方、味わい方など）に関心のある国民の割合 67.1％ 

（平成 20 年３月の「健やか生活習慣フェスタ」でのアンケート結果） 

 

・ 国民が健やかで豊かな生活を過ごすには、十分な口腔機能の発達、維持が必要であり、身体

の栄養のみならず味わいや心のくつろぎにつながる食べ方に関心を持ってもらうことが重要で

ある。このため、よく噛んで味わって食べるなどの食べ方に関心のある国民の割合の増加を目

標とする。 

  

(8) 食育の推進に関わるボランティアの数の増加 

《現状値》34.5 万人⇒《目標値（平成 27 年度）》37 万人以上  

（現状値：平成 21 年度内閣府食育推進室調べほか）

・ 食生活の改善のための活動その他の食育の推進に関する活動に携わるボランティアが果たし

ている役割の重要性にかんがみ、食育の推進に関わるボランティア団体等において活動してい

る国民の数の増加を目標とする。 

 

≪参考：第１次≫ 

〔28 万人（平成 18 年度）⇒ 34.5 万人（平成 21 年度）＊23.2％UP〕《目標（22 年度）》20％UP 

 

(9) 農林漁業体験を経験した国民の割合の増加  

《現状値》要検討   ⇒《目標値（平成 27 年度）》 

・ 食に関する関心や理解の増進を図るためには、農林水産物の生産に関する体験活動の機会を

提供することが重要である。このため、農林漁業者等による農林漁業体験や子ども農山漁村交

流プロジェクトなど体験活動を促進することにより「農林漁業体験に参加した人」の割合の増

加を目標とする。 

 

≪参考：第１次（教育ファームの取組がなされている市町村の割合≫ 

〔0.4％（平成 19 年度）⇒ 19.4％（平成 21 年度）〕《目標（22 年度）》60％以上 

〔【参考】教育ファームの取組を行っている主体がある市町村の割合 74.0％（平成 21 年度）〕 
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(10) 食品の安全性に関する基礎的な知識を持っている国民の割合の増加 

《現状値》55.6%   ⇒《目標値（平成 27 年度）》90%以上 

・ 健全な食生活の実践のためには、食品に関するリスクなど安全性に関する情報を受け止め、

適正に食品を選択する力を身に付けることが必要であると考えられるため、食品の安全性に関

する基礎的な知識を持っている国民の割合の増加を目標とする。 

 

≪参考：第１次≫ 

〔45.7％（平成 17 年度）⇒ 55.6％（平成 21 年度）〕《目標（22 年度）》60％以上 

 

(11) 推進計画を作成・実施している市町村の割合の増加 

《現状値》39.5％ ⇒《目標値（平成 27 年度）》100％ 

（現状値：平成 22 年９月内閣府食育推進室調べ）

・ 食育を国民運動として推進していくためには、全国各地においてその取組が進められること

が必要であり、食育基本法においては、都道府県及び市町村に対して、食育推進計画を作成す

るよう努めることを求めている。このため、現状ですべての都道府県が推進計画を作成してい

ることにかんがみ、推進計画を作成・実施している市町村の割合を平成 27 年度までに 100%と

することを目指す。 

 

≪参考：第１次≫ 

〔都道府県…100％〕《目標（22 年度）》100％ 

〔市 町 村 … 4.1％（平成 19 年６月）⇒ 39.5％（平成 22 年）〕《目標（22 年度）》50％以上 
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第３ 食育の総合的な促進に関する事項 

 

１．家庭における食育の推進 

(1) 現状と今後の方向性 

・ 食に関する情報や知識、伝統や文化等については、従来、家庭を中心に地域の中で共有され、

世代を超えて受け継がれてきた。 

・ しかしながら、社会環境の変化や生活習慣の多様化等と合わせて、食に対する意識の希薄化

が進む中で、家庭における食生活にも影響が及んでいる「しつけ」の問題を含め、これまで家

庭が維持してきた教育力や生活力が低下してきており、このことは食生活においても顕著とな

っているとの指摘があり、家庭において食育に関する理解が進むよう、適切な取組を行うこと

が必要である。 

 

(2) 取り組むべき施策 

  国は以下の施策に取り組むとともに、地方公共団体等はその推進に努める。 

  （子どもの基本的な生活習慣の形成） 

・ 朝食をとることや早寝早起きを実践することなど、子どもの基本的な生活習慣の形成のため、

「早寝早起き朝ごはん」国民運動等全国的な普及啓発活動を、企業や民間団体と連携して一層

推進するとともに、家庭・学校・地域等が連携した食育の取組を推進する。 

  （望ましい食習慣や知識の習得） 

・ 実際に自分で料理をつくるという体験を増やしていく。 

・ 親子料理教室など食事についての望ましい習慣を学びながら食を楽しむ機会を提供する活動

を推進する。 

・ 学校を通じて保護者に対し、食育の重要性や適切な栄養管理に関する知識等の啓発に努める

とともに、食育に関する内容を掲載した家庭教育手帳をホームページに掲載し、様々な学習機

会などでの活用を促す。 

（妊産婦や乳幼児に関する栄養指導） 

・ 妊産婦に対する栄養指導や安全指導を充実するとともに、「授乳・離乳の支援ガイド」や「児

童福祉施設における食事の提供ガイド」の内容を普及するなどし、保健医療機関や児童福祉施

設等における乳幼児に関する発達段階に応じた栄養指導の充実を図る。 

  （子ども・若者の育成支援における共食等の食育推進） 

・ 様々な子ども・若者の育成支援に関する行事、情報提供活動等において、食育についての理

解を促進する。  

・ 特に、家族が食卓を囲んで共に食事を取りながらコミュニケーションを図る共食の推進とと

もに、食に関する学習や体験活動の充実等を通じて、家庭と地域等が連携した食育の推進を図

る。 

 

 

２．学校、保育所等における食育の推進 

(1) 現状と今後の方向性 
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・ 社会状況の変化に伴い、子どもたちの食の乱れや健康への影響がみられることから、学校、

保育所等には、子どもへの食育を進めていく場として大きな役割を担うことが求められている。 

・ 子どもへの食育が家庭への良き波及効果をもたらすことも期待できる。 

・ 学校、保育所等において十分な食育がなされるよう、適切な取組を行うことが必要である。 

・ 従来、栄養分野においては、栄養不足の観点が強調され、栄養の過剰摂取の視点がやや欠け

ていたとの指摘を踏まえ、生活習慣病の予防の立場から、適切なバランス確保に留意すること

が重要である。 

 

(2) 取り組むべき施策 

  国は以下の施策に取り組むとともに、地方公共団体等はその推進に努める。 

  （食に関する指導の充実） 

・ 学習指導要領及び幼稚園教育要領で食育に関する記述が充実されたことも踏まえ、学校教育

活動全体を通じて食育が推進されるよう取り組む。 

・ すべての児童生徒が、栄養教諭の専門性をいかした食に関する指導を受けられるよう、栄養 

教諭の役割の重要性やその成果の普及啓発等を通じて、学校栄養職員の栄養教諭への速やかな

移行を図るなど配置の促進に努める。 

・ 学校長や他の教職員への研修の充実等、全教職員が連携・協力した食に関する指導体制の充

実のための取組を促進する。 

・ 栄養教諭を中心とした教職員の連携・協力による学校としての食に関する指導に係る全体計 

画の作成を推進する。 

・ 生産団体等と連携し、子どもの農林漁業体験や食品の調理等に関する各種体験活動等を推進

するとともに、体験活動に関する指導者に対する研修を実施する。 

・ 学校教育以外でも、食料の生産・流通・消費に対する子どもの関心と理解を深めるため、行

政関係者、関係団体等と連携し、子どもへの指導を推進する。 

・ 効果的な食育の推進を図るために、学校長のリーダーシップの下、栄養教諭を中核として、 

学校、家庭、ＰＴＡ、関係団体等が連携・協力した取組を推進する。 

  （学校給食の充実） 

・ 学校給食の一層の普及を促進するとともに、十分な給食の時間の確保及び食事マナー等の指

導内容の充実を図る。また、各教科等においても学校給食が「生きた教材」として活用される

よう献立内容の充実を図る。 

・ 生産団体等と連携し、安定的な納入体制を構築の上、学校給食における地場産物の活用を図

るとともに、地域の生産者の苦労や産物に関する情報等を教育にいかす取組を促進する。 

・ 生産者と学校給食関係者との情報交換会の開催等を推進する。 

  （食育を通じた健康状態の改善等の推進） 

・ 栄養教諭は、学級担任、養護教諭、学校医等と連携して、保護者の理解と協力の下に、子ど

もへの指導において、過度の痩身や肥満が心身の健康に及ぼす影響等健康状態の改善等に必要

な知識を普及するとともに、食物アレルギー等食に関する健康課題を有する子どもに対しての

個別的な相談指導を行うなど望ましい食習慣の形成に向けた取組を推進する。 

  （保育所での食育推進） 
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・ 乳幼児期からの食育の重要性が増していることにかんがみ、平成 21 年 4 月施行の保育所保育

指針に基づき保育の一環として食育を位置付け、各保育所の創意工夫のもとに推進する。また、

子どもの発達段階に応じた食育のねらいや留意事項を整理し、平成 16 年 3 月に作成・公表した

「保育所における食育に関する指針」の普及を図り、その活用を促進する。 

 

 

３．地域における食育の推進 

(1) 現状と今後の方向性 

・ 心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らしていくためには、人生の各段階に応

じた一貫性・継続性のある食育を推進することが求められる。 

・ 生活習慣病を予防する上では、食生活の改善とともに運動が欠かせない。 

  また、生活の質の低下を防ぐため、糖尿病の重症化予防も重要である。 

・ 家庭や学校、保育所等と連携しつつ、地域における食生活の改善が図られるよう、適切な取

組を行うことが必要である。 

・ 栄養バランスに優れた日本型食生活の実践を促進する。 

 

(2) 取り組むべき施策 

  国は以下の施策に取り組むとともに、地方公共団体等はその推進に努める。 

  （栄養バランスが優れた日本型食生活の実践） 

・ 米や野菜、果実、きのこ類、魚介類、牛乳・乳製品などに関する情報提供等を通じ、米を中

心に多様な副食から構成され、栄養バランスに優れた日本型食生活の実践を促進する。 

  （「食育ガイド」（仮称）等の活用促進） 

・ 平成 12 年 3 月に作成・公表した「食生活指針」の普及啓発を進める。 

・ 日々の生活における栄養バランスのよい食事について、「食育ガイド」（仮称）、「食事バラン

スガイド」の活用等を通じて、関係機関や関係団体はもとより、小売や外食、職場等を通じて

国民への浸透を図る。 

  （専門的知識を有する人材の養成・活用） 

・ 管理栄養士や栄養士、専門調理師や調理師等の養成を図るとともに、食育の推進に向けてそ

の多面的な活動が推進されるよう取り組む。 

・ 都道府県や市町村における管理栄養士等の配置を推進するとともに、管理栄養士や専門調理

師等の資質向上のための研修会等を開催する。 

  （健康づくりや医学教育等における食育推進） 

・ 保健所、保健センター、医療機関等における食育に関する普及や啓発活動を推進するととも

に、市町村等が行っている健康診断に合わせて、一人一人の健康状態に応じた栄養や運動の指

導の充実を図る。 

・ 医学教育等において、栄養学等食育に係る教育の取組を推進する。 

（生活習慣病の予防及び改善につながる食育推進） 

・ 生活習慣病の予防及び改善につながる食育を推進する。特に、40～74 歳における内臓脂肪症

候群（メタボリックシンドローム）の該当者及び予備群は約 2,010 万人、20 歳以上の糖尿病が
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強く疑われる者及び可能性が否定できない者は約 2,210 万人と推計されていることから、生活

習慣病の重症化予防も重要である。 

糖尿病については、ひとたび発症すると治癒することはなく、症状が進行すると腎臓の障害

等の様々な合併症を引き起し、生活の質を低下させることから、日頃より、適切な食事管理を

中心とした取組を推進する。 

・ 国際的に人体への影響が問題視されているトランス脂肪酸等を含め、栄養成分について食品

への表示の義務付けを検討するなど、生活習慣病の予防及び改善に資する取組を進める。《消》 

 （歯科保健活動における食育推進） 

・ すべての国民が健やかで豊かな生活を過ごすため、80 歳になっても自分の歯を 20 本以上保

つことを目的とした「8020（ハチマル・ニイマル）運動」とともに、地域における食育を推進

するための一助として、より健康な生活を目指すという観点から、ひとくち 30 回以上噛むこと

を目標とした「噛ミング 30（カミングサンマル）」を目指して、小児期から高齢期まで各ライ

フステージに応じた食べ方の支援や食品の物性に応じた窒息などの予防を含めた食べ方の支援

など、歯科保健分野からの食育を推進する。 

（高齢者に対する食育推進） 

・ 65 歳以上の高齢者については、健康上の問題で日常生活に影響のある者の割合がおおむね 4

分の１となっている（平成 19 年「国民生活調査」）こと、日常の食生活において単身世帯や経

済的にゆとりが少ないほど欠食している（平成 22 年「高齢者の日常生活に関する意識調査」）

こと、流通や交通網の弱体化で食料品等の買い物が困難な状況に置かれている買い物難民が

600 万人と推定される（平成 22 年「地域生活インフラを支える流通のあり方研究会報告書」）

こと等から、高齢者の身体機能や生活機能を維持できるよう、食育を推進するとともに、その

支援、環境整備等を促進する。 

（男性に対する食育推進） 

・ 年代別・性別の朝食頻度をみると、20 歳代男性の 24.8％、30 歳代男性の 21.4％が朝食を「ほ

とんど食べない」と回答していること（女性 20 歳代 11.8％、30 歳代 8.6％）（平成 21 年 12 月

内閣府「食育の現状と意識に関する調査」）、栄養バランスの意識については男性の 24.6％（女

性 11.9％）が「あまり意識していない」もしくは「意識していない」と回答していること、食

育への関心についても男性の方が女性よりも意識が低い傾向がある（平成 22 年１月内閣府「食

事に関する習慣と規範意識に関する調査」）こと等から男性の生活・自活能力を高め、健全な食

生活を実現するために食育を推進する。 

  （食品関連事業者等による食育推進） 

・ 食品関連事業者等は、様々な体験活動の機会の提供、より一層健康に配慮した商品やメニュ

ーの提供等に積極的に取り組むよう努める。 

・ 職場の食堂等においても、より一層健康に配慮したメニューの提供や栄養、食生活等に関す

る情報提供がなされるよう努める。 

・ これらの活動を支援するため、国及び地方公共団体において必要な情報提供等を行う。 

 

 

４．食育推進運動の展開 
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(1) 現状と今後の方向性 

・ 食育については、これまで、毎年６月の食育月間及び食育の日を中心に、全国各地で様々な

関係者がそれぞれの立場から取り組み、国民的な広がりを持つ運動として推進されてきた。 

・ ここ５年余で食育の推進に関わるボランティア等の数は増加しており、今後、地域での食育

推進運動の中核的役割を担うことが期待される。 

・ 今後とも、国、地方公共団体、関係団体、ボランティア等関係者が緊密な連携・協力を図り、

全国的な食育推進運動が展開されるよう、適切な取組を行う必要がある。 

・ 食育の推進に関して、マスコミやインターネット等を通じた国民への働きかけを積極的に行

い、関係団体、企業、地域等への周知徹底を図る。 

 

(2) 取り組むべき施策 

  国は以下の施策に取り組むとともに、地方公共団体等はその推進に努める。 

  （食育推進運動展開における連携・協力体制の確立） 

・ 食育推進運動の展開に当たっては、多様な主体による取組を促すとともに、国や地方公共団

体、食育を推進する関係団体やボランティア等の広範かつ横断的な連携・協力を呼びかけ、関

係者相互間の情報及び意見の交換が促進されるように実施する。 

・ 国民にとって身近な地域において、食育の推進が図られるよう、地方公共団体を中心とした

協力体制の構築等を推進する。 

  （食育に関する国民の理解の増進） 

・ 一人でも多くの国民が、自ら食育に関する活動を実践できるよう、ライフステージに応じた

具体的な実践や活動を提示して理解の増進を図り、全国において継続的に食育推進運動を展開

する。 

・ 食に関する様々な情報に過剰に反応することなく、内外の科学的知見や伝統的な知恵に基づ

き的確な判断をすることが重要であるとの認識が国民に十分理解されるよう留意する。 

  （ボランティア活動等民間の取組への支援、表彰等） 

・ ボランティア活動の活発化とその成果の向上に向けた環境の整備を図り、地域での食育推進

の中核的役割を担うことができるよう支援する。 

・ 食生活改善推進員を始め、各種ボランティアの草の根活動としての食育活動を、NPO 等の

新しい公共、学校等との連携にも配慮して促進する。 

・ 民間の団体等が自発的に行う活動が全国で展開され、関係者間の情報共有を促進するととも

に、優れた活動を奨励するため、民間の食育活動に対する表彰を行う。 

  （食育月間及び食育の日の設定・実施） 

・ 毎年６月を「食育月間」と定め、関係者の緊密な連携・協力を図りつつ、食育推進運動を重

点的かつ効果的に実施することにより、国民の食育に対する理解を深め、食育推進活動への積

極的な参加を促し、その一層の充実と定着を図る。 

・ 「食育月間」中、国は、地方公共団体、民間団体等の協力を得て、全国規模の中核的行事を

毎年開催して、食育について国民への直接的な理解促進を図るとともに、関係者相互間の連携

が推進されるよう実施する。 

・ 「食育月間」の実施に当たって、食育基本法第 29 条第１項で定める食育担当大臣は、同月間
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で重点的に実施していくテーマ等を示した実施要綱を予め定め、関係機関、団体等に通知する

とともに公表する。 

・ 一年を通じて継続的に食育推進運動を展開するため、毎月 19 日を「食育の日」と定め、「家

族そろって食卓を囲む」など実践的なものになるよう十分配慮しつつ取り組む。 

（運動に資する情報の提供） 

・  食育推進運動を促進するため、食育を推進して成果を挙げている地域の事例や手法を収集し、

広く情報提供する。 

 

 

５．生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等 

(1) 現状と今後の方向性 

・ 消費者と生産者が互いを意識する機会が少ないことから、生産者と消費者との顔が見える関

係の構築等によって、これを改善していくことが求められている。 

・ 農林水産物の生産、食品の製造及び流通等の現場は、食育を進めていく上で貴重な場である

ことから、これを支える農山漁村コミュニティの維持・再生が必要である。 

・ 食育を通じて、後継者等の育成が期待できる。 

・ 生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等が図られるよう、

適切な取組を行う必要がある。 

 

(2) 取り組むべき施策 

  国は以下の施策に取り組むとともに、地方公共団体等はその推進に努める。 

  （都市と農山漁村の共生・対流の促進） 

・ グリーン・ツーリズムを通じた都市住民と農林漁業者の交流を促進するため、都市住民への

農山漁村の情報提供と農山漁村での受入体制の整備等を推進する。 

・ 都市部での体験農園や農山漁村での滞在型市民農園の整備等を推進する。 

  （子どもを中心とした農林漁業体験活動の促進と消費者への情報提供） 

・ 農林漁業体験活動を促進するため、情報提供の強化、受入体制の整備等を進める。 

・ 地域の実情に応じた出前講座等による情報提供等を行う。 

（農山漁村コミュニティの維持再生） 

・ 農林水産業や人々の生活の場である農山漁村は、食育を進める上で重要な役割を果たしてお

り、これを支える農山漁村コミュニティの維持・再生を図る必要があるため、生活支援、地域

資源の活用、環境保全等の地域主体の取組を推進する。 

  （農林漁業者等による食育推進） 

・ 農林漁業者等は、学校、保育所等の教育関係者と連携し、教育ファーム等農林漁業に関する

多様な体験の機会を積極的に提供するよう努める。 

 

  （地産地消の推進） 

・ 「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進

に関する法律」に基づく基本方針により、地方公共団体と連携し、学校給食等における地域の
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農林水産物の利用の促進、直売所等の整備及び直売所等を利用した地域の農林水産物の利用の

促進、活動の核となる人材の育成及び多様な主体の連携等の各種取組を推進する。 

  （バイオマス利用と食品リサイクルの推進） 

・ 「バイオマス活用推進基本計画」に基づき、バイオマスの活用に必要な基盤の整備、農山漁

村の６次産業化等によるバイオマス製品等を供給する事業の創出、研究開発等を促進すること

により、バイオマスの最大限の有効活用を図る。 

・ 食品廃棄物の発生抑制や再生利用等の必要性等を普及啓発するため、ホームページ等を通じ

た情報提供を実施する。 

・ 家庭や外食における食品の廃棄状況等を把握するための調査や、食品産業における食品廃棄

物等の発生量や再生利用等の実施状況を把握するための調査を実施する。 

 

 

６．食文化の継承のための活動への支援等 

(1) 現状と今後の方向性 

・ 我が国は、四季折々の食材に恵まれ、長い年月を経て地域の伝統的な行事や作法と結び付い

た食文化が形成されてきており、このような我が国の豊かで多様な食文化は、世界に誇ること

が出来るものである。また、歴史的に行われてきた「食養生」の再評価も必要である。 

・ 栄養バランスに優れた日本型食生活や家庭や地域において継承されてきた食文化が失われつ

つある。 

・ 食文化の継承のための活動への適切な支援等がなされるよう、適切な取組を行う必要がある。 

 

(2) 取り組むべき施策 

  国は以下の施策に取り組むとともに、地方公共団体等はその推進に努める。 

  （ボランティア活動等における取組） 

・ 食生活改善推進員等のボランティアが行う料理教室や体験活動等において、地域の郷土料理

や伝統料理を取り入れる。 

  （学校給食での郷土料理等の積極的な導入や行事の活用） 

・ 学校給食において郷土料理等の伝統的な食文化を継承した献立を取り入れ、食に関する指導

を行う上での教材として活用されるよう促進する。 

・ 地域における祭礼行事や民俗芸能等に関する伝統文化の保存団体等が実施する食文化に係る 

取組を促進し、我が国の伝統ある優れた食文化の継承を推進する。 

・ 全国各地で開催する行事等において、我が国の伝統ある食文化等の紹介や体験を盛り込み、

多くの国民がこれらに触れる機会を提供する。 

・ 毎年度開催している国民文化祭を活用し、地域の郷土料理や伝統料理、その歴史等を全国に

発信する。 

  （専門調理師等の活用における取組） 

・ 豊かな食文化を醸成するため、高度な調理技術を備えた専門調理師等の活用を図る。 

  （関連情報の収集と発信） 

・ 全国各地の事例等を収集・発信するに当たり、食文化の普及啓発に係る取組についても積極
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的に取り上げ、食文化の継承に向けた機運の醸成を図る。 

 

 

７．食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進 

(1) 現状と今後の方向性 

・ 健全な食生活の実践には、食生活や健康に関する正しい知識を持ち、自ら食を選択していく

ことが必要である。そのためには、世代区分等に応じた具体的な取組や、国際的な研究を含め

た最新の科学的知見に基づく客観的な情報の提供が不可欠である。 

・ 食育をより効果的に推進していく上で、内外の各種の資料や情報を収集・分析し、これに立

脚しつつ取り組むことが欠かせない。 

・ 食品の安全性、栄養その他の食生活に関する内外の調査、研究、情報の提供等がなされるよ

う、適切な取組を行う必要がある。 

 

(2) 取り組むべき施策 

  国は以下の施策に取り組むとともに、地方公共団体等はその推進に努める。 

  （世代区分等に応じた国民の取組の提示） 

・ 国は、ライフステージに応じた間断ない食育を推進するため、一人一人の国民が自ら食育に

関する取組が実践できるように、適切な情報を提供する。そこで、世代区分等に応じた具体的

な取組を提示する「食育ガイド」（仮称）を、別に作成し、公表するものとする。 

（基礎的な調査・研究等の実施及び情報の提供） 

・ 食育に関する国民の意識や食生活の実態等について調査研究及び分析を行い、その成果を広

く公表し、関係者の活用に資する。 

・ 食育に関する関心と理解を深めるために、必要な情報を容易に入手することができるよう、

総合的な情報提供を行う。 

  （リスクコミュニケーションの充実） 

・ 国、地方公共団体、各種団体が連携しつつ、リスクコミュニケーションを積極的に実施する。 

  （食品の安全性や栄養等に関する情報提供） 

・ 食品の安全性に関する内外の様々な情報を国民が入手できるよう、パンフレットやホームペ

ージ等を通じて国民に分かりやすい形で情報を提供する。 

・ 地域において地方公共団体、関係団体やＮＰＯ等が行う意見交換会等への取組を支援する。 

・ 平成 12 年 3 月に作成・公表した「健康日本 21」による健康づくり運動として、内外の科学

的知見に基づく食生活の改善に必要な情報の普及啓発を図る。 

・ 摂取すべきエネルギーや栄養素等の量を定めた「食事摂取基準」を定期的に作成・公表する

とともに、その活用を促進する。 

・ 国民健康・栄養調査を実施し、食育推進の基礎的なデータとして、その成果を活用する。 

・ 子どもの肥満や糖尿病等の生活習慣病を効果的に予防するため、食生活や栄養と健康に関す

る研究や情報収集・解析を関係研究機関と連携して推進する。 

・ 農林漁業や食料の生産、流通、消費に関する統計調査を実施し、公表する。 

  （食品情報に関する制度の普及啓発） 
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・ 食品表示の適正化を推進するために、監視指導体制の強化を進める。 

  （地方公共団体等における取組の促進） 

・ 地方公共団体や関係団体等は、地域の実情に沿った情報や当該団体等の活動内容に即した情

報を収集・整理し、より多くの国民が関心を持ち、また、活用できるようその提供に努める。 

  （食育の海外展開と海外調査の推進） 

・ 我が国の食育の理念や取組等を積極的に海外に発信し、「食育（Shokuiku）」（英語では、Eating 

Education）という言葉が日本語のまま海外で理解され、通用することを目指す。 

・ 海外において行われてきた食生活の改善等に関する取組について、その具体的な手法と成果

を調査し、その活用を図る。 

  （国際的な情報交換等） 

・  海外の研究者等を招聘した講演会の開催や海外における食生活等の実態調査等を進める。 

・  国際的な機関の活動に協力するとともに、これを通じて積極的な情報の共有化を推進する等、 

国際的な連携・交流を促進する。 

・ 国際的な飢餓や栄養不足の問題等に対する国民の認識を深めるため、その実態や国際的な機

関による対策等の情報を積極的に提供する。 
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第４ 食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項  

 

１．多様な関係者の連携・協力の強化 

・ 食育に係る多様な関係者が、その特性や能力をいかしつつ、互いが密接に連携・協力して、

地域レベルや国レベルの緊密なネットワークを築いていくことは、食育に関する施策の実効性

を高めていく上から極めて重要であり、その強化に努める。 

 

 

２．地方公共団体による推進計画の策定等とこれに基づく施策の促進 

・ 都道府県は、本計画及び食育推進計画に基づき、食育の推進の充実を図るとともに、食育基

本法第 32 条で定める都道府県食育推進会議の設置を検討する。 

・ 全国各地で地域に密着した食育に関する活動が推進するために、市町村が、食育推進計画を

可能な限り早期に作成するよう、国から積極的に働きかけるとともに、都道府県とともに資料

や情報の提供等適切な支援を行う。 

・ また、今後、都道府県及び市町村は、食育に関する活動を行うＮＰＯ法人等民間団体、関係

機関等の協力も得つつ、地域において多様な関係者の連携・協力の下、食育を推進する中核と

なる人材育成を検討し、国は、そのための情報の提供等適切な支援を行う。 

 

 

３．世代区分等に応じた国民の取組の提示等積極的な情報提供と意見等の把握 

・ 食育基本法第 29 条第１項で定める食育担当大臣は、一人一人の国民が自ら食育に関する取組

が実践できるように、世代区分等に応じた具体的な取組を提示する「食育ガイド」（仮称）を、

教育学、医学、栄養学、農学等食育に関係する多様な分野の専門家や、地域の食育活動の担い

手の意見を聴いた上で作成し、平成 23 年度中を目途に、食育推進会議に報告して公表するもの

とする。 

・ その他多様な手段を通じた積極的な情報提供を行い、食育に対する国民の関心や意識を高め

ていく。 

・ 国民の意見や考え方等を積極的に把握し、これらをできる限り施策に反映させていくことが

必要であり、その促進に努める。 

 

 

４．推進状況の把握と効果等の評価及び財政措置の効率的・重点的運用 

・ 本計画に基づく施策の総合的かつ計画的な推進を図るとともに、目標の達成状況を含めてそ

の推進状況について、毎年度、適切に把握し、その効果等を評価して、これを広く国民にも明

らかにするとともに、これを踏まえた施策の見直しと改善に努める。 

・ 厳しい財政事情の下、限られた予算を最大限有効に利用する観点から、選択と集中の強化、

施策の重複排除、府省間連携の強化、官民の適正な役割分担と費用負担、執行状況の反映等の

徹底を図る。 
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５．基本計画の見直し 

・ 基本計画については、今後、計画期間終了前であっても必要に応じて見直しの必要性や時期

等を適時適切に検討する。また、基本計画の見直しに当たっては、施策の成果の検証結果を十

分活用する。 


